






通信サービス（ハートネット、ハート光、ハートLTE、ハートスマホ、ハートBWA）について

ハートＴＶサービス、ハートネット、ハート光サービスをご解約の際、お客様からのご
要望がない場合は、サービス引き込み線及び宅内配線の撤去は行いません。撤去を希望
される場合は、別途撤去作業費用（5,000円～）を申し受けます。

ポイントは口座引落しの場合のみ、毎月の利用料の１％（税別100円につき１ポイン
ト）分のポイントが付与されます。
ポイントの有効期限は３年になります。付与されたお客様のポイント数は、当社より毎
月発行しております『利用明細ハガキ』にてお知らせします。
付与されたポイントは、100ポイント単位で、当社サービスの機器購入、工事費などに
ご使用いただけます。また、500ポイント単位で、当社の提携店でご利用いただける商品
券（500円/枚）と交換が可能です。商品券の有効期限は、発行日より１年間となります。
ポイント商品券がご利用いただける提携店につきましては、地上デジタル111チャンネル、
121チャンネルのデータ放送でご確認いただけます。もしくは、当社ホームページでもご確認
いただけます。

一度受付たポイント利用についてはキャンセルができません。

ハートポイントクラブのポイントは、弊社サービスの解約月にはご利用いただけません。
また、ポイントは有料チャンネルを除いた月額利用料、解約時に発生する費用にもご利
用いただけません。

ハートＴＶサービスを解約されますと、STB経由の地上、BS、CSデジタル放送だけで
はなく、市販テレビ、レコーダーなどによる地上デジタル放送もご視聴いただけなくな
ります（ケーブルテレビ対応集合住宅を除く）。ケーブルテレビ解約後のテレビ視聴対
策（アンテナ設置など）は当社では行えませんので、お客様ご自身で電気店等でのご手
配をお願いいたします。

初期契約解除制度を使用する場合、お客様は、損害賠償、解約手数料、解約違約金など
をご負担頂く必要はありませんが、契約解除までの期間において購入された機器代金、
提供を受けたサービスの料金、登録費や、事務手数料、既に完了している工事の工事費、
原状回復に伴う費用についてはご負担頂く必要がございます。

初期契約解除制度の起算日は、放送役務（テレビサービス）、通信役務（インターネット
サービス、スマートフォンサービス）のご契約時にお渡しする契約控えの交付日であり、
その日を含み８日間が経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができま
す。この効力は、書面を交付したとき生じます。

ハートネットワークの各サービスは、放送法、通信事業法の定める初期契約解除制度の
対象となります。

当社サービスの利用料金は、月単位でご請求させていただきます。日割り計算はござい
ません。ご利用料金は翌月のご請求となります。翌月の口座引き落としが難しい場合
は、解約時に窓口にて直接お支払をお願いします。
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各サービスのご解約は、解約を希望される月の25日までに（ハート光については20日ま
でに）いずれかのハートステーション窓口で営業時間内にご来店していただき解約手続
きが必要となります。期日を過ぎた場合は翌月末解約となります。解約に関わる手数料
が発生する場合は、本社（新居浜テレコムプラザ店）窓口でのみ受付いたします。その
際、違約金は現金にて全額一括でお支払いいただきます。
解約時に返却が必要なB-CAS、C-CASカード、レンタルモデム、対応集合用レンタル
STB、ハートBWASIMを紛失、破損し返却できない場合は、亡失負担金5,000円＋税を
いただきます。
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